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（令和８年６月11日～） 

 

簡易型総合評価落札方式における留意事項 

 

宇和島市では、価格と品質が総合的に優れた調達を推進していくため、簡易型総合評価落札方

式を試行導入しており、簡易型総合評価落札方式（実績確認型）及び簡易型総合評価落札方式

（簡易実績型）による入札を実施しております。 

ついては、入札に参加される皆さんの総合評価に対する理解を深めるとともに、よりよい提案を

行っていただくため、提出資料作成の際の留意事項を取りまとめましたので、入札参加にあたって

は、下記の事項に十分留意してください。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ　適用範囲及び評価区分　【凡例】 ○：適用 、 △：一部適用 

 

 

※工事の内容によっては、これによらない場合もありますので、個別の工事の入札公告でご

確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区　　　分 実績確認型 簡易実績型

 

適　用　範　囲

【土木一式】 
設計金額5,000万円以上 
【建築一式】 
設計金額6,000万円以上 
【その他】 
設計金額4,500万円以上

【土木一式】 
設計金額1,000万円以上 
【建築一式】 
設計金額1,500万円以上 
【その他】 
設計金額1,000万円以上

 

評
価
区
分

(1) 企業の施工能力 ○ △

 
(2) 配置予定技術者 ○ ○

 
(3) 技術力の継続的な確保 ○ ○

 
(4) 地理的要件 ○ ○

 
(5) 地域貢献度 ○ ○
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Ⅱ　評価の方法 

評価は、次に掲げる評価値をもって行います。 
 

１　評価値の算定方法 

評価値の算定方法は、除算方式を採用しています。 

評価値＝（基礎点＋施工体制確認点＋加算点）／入札価格（単位：億円） 

求められる評価値は、小数第５位以下を切り捨て小数第４位止めとします。 

・基礎点：８０点 

入札参加資格を満たす場合に８０点を与えます。 

・施工体制確認点：２０点以内 

品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性についてそれぞれ１０点以内 

・加算点：実績確認型　１０点以内 

（企業の施工能力 ２．５点、配置予定技術者 ２．５点、 

技術力の継続的な確保 １．５点、地理的要件 １．５点、地域貢献度 ２点 

※設計金額２億円以上の工事の場合は、企業の施工能力を３点、地理的要件を

１点とします。） 

簡易実績型　１０点以内 

・入札価格 

各入札参加者の入札価格（税抜）を億円単位にします。 

 

２　加算点の計算 

加算点の計算については、評価項目の配点合計がそれぞれの方式における加算点の満 

点となるように次の算式により換算します。なお、換算にあたっては、評価区分ごとに小数第 

５位以下を切り捨て小数第４位止めとします。  

　　　・実績確認型の場合 

　　　　設計金額２億円未満の工事を対象とする場合 

加算点＝（入札参加者の企業の施工能力の得点合計 

／企業の施工能力の配点合計）×2.5点 

＋（入札参加者の配置予定技術者の得点合計 

／配置予定技術者の配点合計）×2.5点 

＋（入札参加者の技術力の継続的な確保の得点合計 

／技術力の継続的な確保の配点合計）×1.5点 

＋（入札参加者の地理的要件の得点合計 

／地理的要件の配点合計）×1.5点 

＋（入札参加者の地域貢献度の得点合計 

／地域貢献度の配点合計）×2点 

　　　　設計金額２億円以上の工事を対象とする場合 

加算点＝（入札参加者の企業の施工能力の得点合計 

／企業の施工能力の配点合計）×3点 

＋（入札参加者の配置予定技術者の得点合計 

／配置予定技術者の配点合計）×2.5点 

＋（入札参加者の技術力の継続的な確保の得点合計 

／技術力の継続的な確保の配点合計）×1.5点 

＋（入札参加者の地理的要件の得点合計 

／地理的要件の配点合計）×1点 



 

 

 3 / 15 

＋（入札参加者の地域貢献度の得点合計 

／地域貢献度の配点合計）×2点 

　　　・簡易実績型の場合 

加算点＝（入札参加者の各評価項目の得点合計 

／各評価項目の配点合計）×10点 

※実績確認型及び簡易実績型の場合、入札参加者の各評価項目の得点は、入札参加者自 

らが評価した得点が前提となります。 

　 

３　施工体制確認点の計算 

入札時提出いただく施工体制確認書、開札後に提出いただく施工体制確認に係る調査資料

及び事情聴取等の結果により、施工体制確認項目（品質確保の実効性、施工体制確保の確実

性）毎に10点、５点、０点で採点します。 

 

４　落札者の決定 

　　　予定価格の範囲内で、評価値が最も高い者を落札者とします。 

 

　Ⅲ　評価区分及び評価項目の設定 

　　評価項目の設定は、次のとおりとする。【土木一式（平時）の例】 

　　 

ただし、この表は原則であり、工事の内容によって変更しますので、個別の工事の入札公告に

おける評価項目等でご確認ください。 

　　 なお、評価項目の「災害の復旧工事の契約実績」は、宇和島市に激甚災害相当の被害が発生

した場合にのみ設定します。 

 

 

 

 評価区分 評　価　項　目 実績確認型 簡易実績型

 企業の施工能力 
 
 
 
 

　　

同種・類似工事の施工実績 選択 10 選択 10

 
工事成績評定点 必須 20

 優良工事表彰歴 必須 10

 
生産性向上の取組（ICTの活用） 選択 10

 配置予定技術者 同種・類似工事の従事経験 選択 10 選択 10

 主任（監理）技術者の保有する資格 選択 5 必須 5

 
継続学習（ＣＰＤ）の取組み 必須 5 必須 5

 技術力の継続的な 
確保

設備等施工体制 選択 10 選択 10

 
災害時の事業継続力 必須 5 必須 5

 市内下請業者の活用 選択 5 選択 5

 
若手技術者等の育成 必須 5

 地理的要件 本・支店、営業所の有無 必須 15 必須 15

 地域貢献度 
 

災害対応等への協力体制及び実績 選択 12 選択 12

 
地域貢献活動への参加実績 必須 5 必須 5

 
合　　　　　計 127 82
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Ⅳ　評価項目の評価 

１　共通事項 

総合評価は、提出された簡易型総合評価に係る資料の記載内容に基づき評価します。 

このため、記載誤りや記載漏れは、評価されない場合がありますので、十分確認のうえ提出し

てください。 

　　 

２　個別事項 

　(1) 企業の施工能力の評価 

　　　①同種・類似工事の施工実績（１０点） 

 

・同種・類似工事の具体的な内容については、個別の工事の入札公告における評価項目等 

で確認してください。 

・評価対象となる施工実績は、入札参加資格としての施工実績の設定の有無にかかわらず、 

開札日から起算して過去15年間における元請としての施工実績であって、工事が完成し引

き渡しが完了している１件のもので、かつ、同種工事又は類似工事での施工実績と認め

られるものを評価します。ただし、当該施工実績が宇和島市発注工事に係るものにあって

は、工事成績評定点が65点未満のものは、施工実績として認めません。なお、「過去15年

間」は、実際の工期の末日で判断してください。 

・「宇和島市発注工事」には、上下水道局（下水道課を除く）・病院局の発注工事は含みま 

 せん。 

・共同企業体の代表者でない構成員としての施工実績は、入札参加資格としては出資比率 

20％以上のものであれば認めていますが、総合評価においては評価の対象となりません。 

　　　  ・追加資料として（一財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（以下、「コリ 

ンズ」という。）の登録内容確認書（竣工登録されたものに限る。）、契約書の写し、発注者 

の施工証明書等を提出する場合、当該資料では同種・類似工事の要件を満たすことが充

分に確認できない場合は、設計書、図面等の工事内容を確認できる資料を併せて提出し

てください。 

・契約金額は、最終契約金額を記入してください。 

 

②工事成績評定点（２０点） 

 

・この評価項目は、工種が解体工事の場合を除く実績確認型の場合に設定します。 

・公告日の前年度以前３か年度又は６か年度内に完成した宇和島市発注工事のうち、個 

別の入札公告に掲げる格付け業種と同業種の工事の工事成績評定点の平均点（小数 

第１位を四捨五入した整数）で評価します。なお、完成検査後、工事成績評定点に修正 

があった工事については、修正後の工事成績評定点をもとに算定することとします。 

・「宇和島市発注工事」には、上下水道局（下水道課を除く）・病院局の発注工事は含みま 

せん。 

 評価内容 評価基準 配点
 過去15年間の 

同種・類似工事の施工実績 
同種工事の実績あり 10

 類似工事の実績あり  5
 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点
 【土木一式工事の場合】 

過去３か年度の工事成績評定点 
【土木一式工事以外の場合】 
過去６か年度の工事成績評定点

80点以上 20
 78点以上80点未満 18
 76点以上78点未満 16
 74点以上76点未満 14
 72点以上74点未満 12
 70点以上72点未満 10
 70点未満 0
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・特定建設工事共同企業体としての工事成績評定点は、代表者を含む全ての構成員にお 

いて、平均点の算定に加味してください。 

・工事成績評定対象については、土木一式工事は３か年度（港湾・海上工事及びＰＣ橋上

部工事については、６か年度）、土木一式工事以外は６か年度とします。 

 

③優良工事表彰歴（１０点） 

 

・この評価項目は発注する工事の工種が土木一式工事で実績確認型の場合に設定します。 

・評価の対象となる表彰は、「愛媛県優良建設工事知事表彰」と「国土交通省四国地方整 

備局優良工事局長表彰」のみです。四国地方整備局における安全工事や優秀貢献工事、 

事務所長表彰や他の地方整備局の表彰は評価の対象になりません。 

・「過去５か年度」とは、公告日の前年度以前５か年度であり、工事の施工年度ではなく表 

彰状の受領年度によります。 

・表彰を受けた工事の種別は土木一式工事に限ります。 

・特定建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体としての表彰は、代表者 

を含む全ての構成員の表彰歴として評価の対象となります。 

 

④生産性向上の取組（ＩＣＴの活用）　（１０点） 

 

・この評価項目は、発注する工事の工種が土木一式工事で、設計金額１億円以上の実績確

認型の場合に設定し、ＩＣＴ活用により生産性向上が図られる場合に評価します。 

・評価基準は以下のとおりとします。 

（要領等） 

 宇和島市ＩＣＴ活用工事実施要領 

 工事を所管する部署に関係する、愛媛県及び国土交通省等が定める最新の要領 

　（考え方） 

 ア　ＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施：10点 

市、県又は国の要領で定める工種・種別において要領に記載の施工プロセスにより 

ＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施する場合 

　　　　　 　　ＩＣＴ全面活用 ： 市、県又は国の要領で施工プロセス①～⑤の全てが活用可能と定め

られている工種・種別において、施工プロセスの全てを実施 

　　 ＩＣＴ部分活用 ： 市、県又は国の要領で施工プロセス①～⑤が部分的に活用可能と

定められている工種・種別において、定められた施工プロセスを実施 

 　　施工プロセス ： ①３次元起工測量、②３次元設計データ作成、③ICT建設機械による

施工、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品の

各段階をいう。 

　　　※土工の場合、市、県又は国の要領に定められている工種・種別のうち１種別以上で 

実施すれば評価します。 

　　　※舗装工の場合、路盤工又はアスファルト舗装工等のみの実施でも評価します。 

　　　※市、県又は国の要領に定めのない工種・種別又は施工プロセスで実施する場合、 

ＩＣＴ全面活用、ＩＣＴ部分活用として評価しません。 

 評価内容 評価基準 配点

 土木一式工事における過去 
５か年度の優良工事表彰歴 

２回以上の知事表彰又は四国地方整備局長表彰あり 10
 知事表彰又は四国地方整備局長表彰あり 5
 表彰なし 0

 評価内容 評価基準 配点

 当該工事で実施する生産性

向上の取組（ＩＣＴの活用）を評

価

ＩＣＴ全面活用又はＩＣＴ部分活用を実施 10
 その他のＩＣＴを活用 3
 いずれも活用しない 0
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　　　　 イ　その他のＩＣＴを活用：3点 

　　　　　　　市又は県の要領で定める「その他ＩＣＴ活用」を実施する場合 

　　　　　　　当該工事で活用する工種・種別（要領等において種別の区分があるものは必ず種別ま

で）やＩＣＴ技術を具体的に記載すること。具体的な記載がない場合は評価しません。 

　　　　　《評価できる事例》 

　　　　　　（ｱ）10点に該当しない施工プロセスで実施する場合 

　　　　　　（ｲ）全ての段階確認、材料確認及び立会について、遠隔臨場で実施する場合。ただし 

監督員との協議により現場で実施する場合及び省略する場合を除きます。 

　　　　　　（ｳ）ワンマン測量を実施する場合。 

　　　　　　（ｴ）基礎工事等において、施工精度をリアルタイムで監視できるシステム等を用いて精度 

管理を行う場合 

（ｵ）その他、上記に類する場合（実施内容を具体的に記入してください。） 

　・発注する工事が宇和島市ICT活用工事実施要領の対象工事であるかどうかに関わらず、

本項目の対象とし、実施する内容に応じて評価します。 

　・実施することとしていた生産性向上の取組（ＩＣＴの活用）について、受注者の責により実

施しなかった場合は、工事成績評定要領細則に基づき、当該工事の工事成績評定点を

減点します。 

 

　(2) 配置予定技術者の評価 

　　　①同種・類似工事の従事経験（１０点） 

 

・同種・類似工事の具体的な内容については、個別の工事の入札公告における評価項目等 

で確認してください。 

・評価対象となる従事経験は、入札参加資格としての従事経験の設定の有無にかかわらず、 

開札日から起算して過去15年間における元請として施工した工事における従事経験であ 

って、同種工事又は類似工事での従事経験と認められるものを評価します。なお、「過去

15年間」は、実際の工期の末日で判断してください。 

・共同企業体の代表者でない構成員としての従事経験は、入札参加資格としては出資比率 

20％以上のものであれば認めていますが、総合評価においては評価の対象となりません。 

・追加資料としてコリンズの登録内容確認書（竣工登録されたものに限る。）、契約書の写し、 

発注者の施工証明書等を提出する場合、当該資料では同種・類似工事の要件を満たすこ 

とが充分に確認できない場合は、設計書、図面等の工事内容を確認できる資料を併せて 

提出してください。 

・契約金額は、最終契約金額を記入してください。 

　　　  ・「主任（監理）技術者としての従事経験」と「現場代理人としての従事経験」の両方を有する 

場合は、「主任（監理）技術者としての従事経験」のみを評価します。 

・「副現場代理人としての従事経験」は、現場代理人の職務の代行の実施の有無にかかわ 

らず、評価の対象となりません。 

 

 

 

 

 

 評価内容 評価基準 配点
 過去15年間の主任（監理）技

術者及び現場代理人としての

同種・類似工事の従事経験

主任(監理)技術者として同種工事の従事経験あり 10
 主任(監理)技術者として類似工事の従事経験あり  6
 現場代理人として同種工事の従事経験あり  4
 現場代理人として類似工事の従事経験あり  2
 上記以外  0
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　　　②主任（監理）技術者の保有する資格（５点） 

〔監理技術者の配置を要する工事〕　 

　　　　  

〔主任技術者又は監理技術者の配置を要する工事〕　 

・この評価項目は、入札参加資格において主任（監理）技術者の保有する資格を条件とした

場合で、主任（監理）技術者の保有する資格として、実務経験年数又は大臣認定により取

得した資格を認めていない場合には評価項目となりません。 

・評価については、建設業法に基づき、監理技術者・主任技術者になれる資格（当該工事

の許可業種に係るもの）の取得を評価するものであり、入札参加資格とは別に、実務経験

や国土交通大臣特別認定などにより主任（監理）技術者の資格を有している場合は、評価

の対象となりません。 

・「監理技術者になれる資格」については、配置予定技術者が監理技術者になり得る国家 

資格等に加え、監理技術者資格者証（当該工事の許可業種に係るもの）及び監理技術者 

講習修了証（監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼り付けられている者は不 

要）を有する場合のみ、評価の対象となります。 

 

　　　③継続学習（ＣＰＤ）の取組み（５点） 

〔実績確認型〕 

 
〔簡易実績型〕 

　　　　 

 ・この評価項目は、(一社)全国土木施工管理技士会連合会、（公社）日本技術士会、（公社） 

日本建築士会連合会、建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会のいずれかが発行する継続学 

習制度（ＣＰＤ）に係る証明書により確認できる取得単位数のみが評価の対象となります。 

ただし、証明書は証明日が開札日から起算して過去１年以内のものに限ります。 

・複数の団体の取得単位を合算する場合、重複する講習や当該発注工事の工種と関係の

 評価内容 評価基準 配点
 保有する資格の有無 監理技術者になれる資格（実務経験年数又は大臣認定

により取得した資格を除く。）

5

 上記以外  0

 　　　評価内容 評価基準 配点
 保有する資格の有無 監理技術者になれる資格（実務経験年数又は大臣認定

により取得した資格を除く。）

5

 主任技術者になれる資格（実務経験年数又は大臣認定

により取得した資格を除く。）

3

 上記以外 0

 　　　　評価内容 評価基準 配点
 ＣＰＤの取得単位数 100ユニット以上  5
 80ユニット以上100ユニット未満  4
 60ユニット以上80ユニット未満  3
 40ユニット以上60ユニット未満  2
 20ユニット以上40ユニット未満  1
 20ユニット未満  0

 　　　　評価内容 評価基準 配点
 ＣＰＤの取得単位数 50ユニット以上  5
 40ユニット以上50ユニット未満  4
 30ユニット以上40ユニット未満  3
 20ユニット以上30ユニット未満  2
 10ユニット以上20ユニット未満  1
 10ユニット未満  0
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ない講習に係る単位数は評価の対象となりません。 

・証明書の証明日から起算して過去５年間に取得した単位の累計が評価の対象となります。 

・現在は、上記以外の団体による証明書は評価の対象となりませんが、他の団体の講習会

でもＣＰＤ単位の相互承認により単位数に認められる場合があります。詳しくは、上記団体

のＨＰ等で確認してください。 
 

(3) 技術力の継続的な確保 

①設備等施工体制（５点、１０点又は１５点） 

〔鋼橋・ＰＣ橋・水門樋門工事等で工場製作を伴う場合〕 

　　　　  

・この評価項目は、その工事の内容が鋼橋・ＰＣ橋・水門樋門・荷役機械・浮桟橋工事等で 

工場製作を伴う場合に設定します。 

 

　　　　 〔主作業船を用いる海上工事の場合〕　 

 

・この評価項目は、その工事内容が主作業船を用いる海上工事の場合に設定します。 

・共同所有の場合は、当該作業船の所有比率が50％以上である場合に限り評価します。 

なお、共同所有者に子会社等を含む場合は、子会社等の所有比率に自社の子会社に対 

する出資比率を乗じた率を、自社の所有比率に加えたものを所有比率として判断します。 

・共同所有の場合は、追加資料の提出時に、所有比率や出資比率を確認できるものを併せ

て提出してください。 

・「所有する主作業船を当該工事で使用」とは、発注者が設定した能力未満の主作業船で

施工できる場合に評価の対象となります。 

この場合については、当該工事について当該船舶で施工が可能であることがわかる資料

（任意様式）を作成して、追加資料に添付して提出してください。　 

・「主作業船」とは、次に該当するものをいいます。 

ポンプ浚渫船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、バージアンローダー浚渫船、起重機

船、クレーン付台船、杭打船、コンクリートミキサー船、深層混合処理船、サンドドレーン

船、サンドコンパクション船、ガット船、ガットバージ、土運船 

（「主作業船」に該当しないもの） 

揚錨船、引船・押船、交通船、潜水士船、台船 

・使用するものとしていた主作業船を当該工事で使用していないことが発覚した場合は、当

該工事の工事成績評定点を減点します。　 

・所有を証する書類（記載した船舶は、自ら所有するものであり、かつ、求める能力を満たす 

ことを確認できるものであること） 

固定資産台帳、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書、船舶検査証、登記簿謄本（登 

記事項証明書）、建設機械打刻検認証明書のいずれかの写し 

　　　　　　 規格・能力が不明な場合の追加資料（カタログ、仕様書、写真等） 

 

 

 

 

 評価内容 評価基準 配点
 製作工場の有無 市内にあり 10
 市内になし  0

 評価内容 評価基準 配点
 所有する主作業船の有無又

は使用

当該工事に要する能力以上の主作業船を所有又は所

有する主作業船を当該工事で使用

10

 上記以外  0
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〔法面工事主要機械を用いる法面工事の場合〕 

 

・この評価項目は、その主たる工事内容が法面工事主要機械を使用する場合に設定します。 

・「法面工事主要機械」とは、次に該当するものをいいます。 

モルタルコンクリート吹付機（法面用） 

ボーリングマシン 

※ボーリングマシンは、法面アンカー工を対象とするものであり、レッグハンマ、ドリフタ

（ガイドセルを含む）等の削岩機は含みません。 

・共同所有又はリースの場合は、評価の対象となりません。 

・所有する法面工事主要機械を当該工事で使用していないことが発覚した場合は、当該工

事の工事成績評定点を減点します。 

・所有を証する書類（自ら所有することを確認できるものであること） 

固定資産台帳、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書のいずれかの写し 

　　　　　  規格・能力が不明な場合の追加資料（カタログ、仕様書、写真等） 

 

〔アスファルト舗装工事の場合〕 

 

・この評価項目は、その主たる工事内容がアスファルト舗装工事の場合に設定します。 

ただし、アスファルトフィニッシャを使用しない場合の評価内容、評価基準及び配点は次の 

とおりとなります。 

 

・アスファルトプラントについて、共同所有の場合は、出資比率が1/3を超える場合に限り評

価の対象となります。なお、共同所有者に子会社等を含む場合は、子会社等の出資比率

に自社の子会社に対する出資比率を乗じた率を、自社の出資比率に加えたものを出資比

率として判断します。 

・共同所有の場合は、追加資料の提出時に、出資比率を確認できるものを併せて提出してく

ださい。 

・アスファルトフィニッシャについて、共同所有又はリースの場合は評価の対象となりません。 

・所有するアスファルトフィニッシャを当該工事で使用していないことが発覚した場合は、当

該工事の工事成績評定点を減点します。 

・アスファルトフィニッシャの所有を証する書類（自ら所有することを確認できるものであるこ

と） 

固定資産台帳、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書、車検証、登記簿謄本（登記事

項証明書）、建設機械打刻検認証明書のいずれかの写し 

規格・能力が不明な場合の追加資料（カタログ、仕様書、写真等） 

 

 

 

 評価内容 評価基準 配点
 所有する法面工事主要機械

の使用

所有する法面工事主要機械を当該工事で使用  5
 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点
 アスファルトプラントの有無及

び所有するアスファルトフィニ

ッシャの使用

アスファルトプラントが市内にありかつ所有するアスファ

ルトフィニッシャを当該工事で使用

15

 アスファルトプラントが市内にあり 10
 所有するアスファルトフィニッシャを当該工事で使用  5
 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点
 アスファルトプラントの有無 アスファルトプラントが市内にあり 10
 上記以外  0
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〔工種が土木一式における一般土木の場合〕 

 

・この評価項目は、発注する工事の工種が土木一式における一般土木の場合に設定します。

ただし、鋼橋・ＰＣ橋・水門樋門工事で工場製作を伴う場合に、市内における工場製作の有

無を評価する場合は設定しません。 

・「掘削系建設機械」とは、次に該当するものをいいます。 

ショベル系掘削機（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイ

ルドライバーのアタッチメントを有するもの）、ブルドーザー（自重3ｔ以上）、トラクターショ

ベル（バケット容量0.4㎥以上） 

・当該工事での使用に関係なく、開札日において所有又は長期リース契約（１年以上）の場

合に評価し、共同所有の場合は、評価の対象となりません。 

・所有を証する書類（自ら所有又はリースしていることを確認できるものであること） 

固定（減価償却）資産台帳、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書、車検証、特定自主

検査記録表、登記簿謄本（登記事項証明書）、建設機械打刻検認証明書又はリース契

約書等のいずれかの写し 

規格・能力が不明な場合の追加資料（カタログ、仕様書、写真等） 

 

〔工種が解体の場合〕　 

 

・この評価項目は、発注する工事の工種が解体の場合に設定します。 

・「解体用重機」とは、労働安全衛生法施行令別表第７第６号１及び２に掲げる建設機械の

ことであり、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機が該当します。 

・開札日において所有又は長期リース契約（１年以上）している場合に評価し、共同所有の

場合は、評価の対象となりません。 

・所有する解体用重機を当該工事で使用していないことが発覚した場合は、当該工事の工

事成績評定点を減点します。 

・所有を証する書類（自ら所有又はリースしていることを確認できるものであること） 

固定（減価償却）資産台帳、売買契約書、譲渡証明書、販売証明書、車検証、特定自主

検査記録表、登記簿謄本（登記事項証明書）、建設機械打刻検認証明書又はリース契

約書等のいずれかの写し 
 
　　　②災害時の事業継続力（５点） 

 

・この評価項目は発注する工事の工種が土木一式工事で実績確認型及び簡易実績型の場

合に設定します。 

・「四国建設業ＢＣＰ等審査会」又は「えひめ建設業ＢＣＰ等審査会」で認定され、開札日に 

おいて有効である災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）が評価の対象となります。 
 
 
 

 評価内容 評価基準 配点
 掘削系建設機械及びダンプト

ラック（最大積載量２ｔ以上）の

所有の有無

掘削系建設機械及びダンプトラック（最大積載量２ｔ以

上）を所有

 5

 掘削系建設機械を所有  3
 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点
 所有する解体用重機の使用 所有する解体用重機を当該工事で使用  5
 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点

 災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）

の認定の有無

四国建設業ＢＣＰ等審査会又は 
えひめ建設業ＢＣＰ等審査会の認定あり

5

 認定なし 0
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③市内下請業者の活用（５点） 

 

・建設業法第２条第４項に規定する下請負契約において、下請負契約の締結時に市内に本

店を有する業者が評価の対象となります。 

・全ての下請業者が市内に本店を有する業者に発注予定又は市内に本店を有する元請業

者が自社施工する場合に評価の対象となります。 

・下請業者のうち一社でも市内業者でない者がある場合は評価の対象となりません。 

ただし、対象外と指定する工種がある場合は、その工種についての下請業者が市外業者

であっても評価対象となります。 

・元請業者が市外に本店を有する場合も全ての下請負契約が市内に本店を有する業者の 

場合に評価の対象となります。 

・二次下請以下も評価の対象となります。 

　　　  ・評価対象は、建設工事の請負契約における下請業者であり、測量、警備、資材納入、運搬 

等のみの契約業者は評価の対象となりません。 

・入札時にあらかじめ下請業者を決めておく必要はありませんが、予定ありと評価された場

合には履行義務があります。 

・評価された場合は、追加資料として下請予定等一覧表を提出してください。なお、一覧表

への記入対象は、一次下請予定業者及び自社施工についてとし、業者名ごとに本店所在

地及び工事内容を記入してください。 

・評価された場合は、下請通知書、施工体制台帳、施工体系図、下請業者との契約書及び

現場監督業務等において履行確認を行います。なお、確認できない場合には追加で確認

できる資料を求めることがあります。 

・当該工事で市外業者を使用しなければならなくなった場合は、当該工事の工事成績評定

点を減点します。ただし、発注者の都合による設計変更の追加工事は、工事成績評定点

の減点対象外とします。　 

 

　④若手技術者等の育成（５点） 

 

・この評価項目は、実績確認型の場合に設定します。 

・開札日において35歳未満の者が加点対象となります。ただし、外国人材については、在留 

期間の更新に制限のない２号特定技能外国人、身分に基づき在留する者（定住者、永住 

者及び日本人の配偶者等）及び就労目的で在留が認められる者（専門的・技術的分野の 

在留資格）以外は加点対象とはなりません。 

・担当技術者及び現場代理人の重複配点はありません。 

・当該工事で配置することとしていた30歳未満又は35歳未満の若手技術者等（担当技術者 

又は現場代理人）を配置できなくなった場合で、新たに同等以上の評価基準を満たす技術

者等を配置できない場合は、当該工事の工事成績評定点を減点します。 

ただし、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職、受注者の責めによらない契約事項の変更 

 評価内容 評価基準 配点
 全ての下請を含む施工体制

の計画

全ての下請業者（二次以下を含む）が市内業者である又

は元請業者が市内業者で工事の全てを自ら施工する 
（対象外工種の下請業者は除く）

 5

 上記以外  0

 評価内容 評価基準 配点
 若手技術者等（35歳未満）の

現場への配置 
30歳未満を担当技術者として配置 5

 35歳未満を担当技術者として配置 4
 30歳未満を現場代理人として配置 2
 35歳未満を現場代理人として配置 1
 上記以外 0
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等に伴う場合等、発注者がやむを得ないと認める場合は、減点対象外とします。 

・やむを得ない理由により当該技術者等を配置できなくなった場合は、本人の同意を得たう 

　えで、その事実が確認できる書類（医師の診断書、妊娠届出書の写し等）を発注者に提出 

　してください。 

 

　　(4) 地理的要件の評価 

①本・支店、営業所の有無（１０点又は１５点） 

・この評価項目は、入札参加資格における地理的要件等の設定に伴い変更しますので、個

別の工事の入札公告における評価項目等で確認してください。 

・土木一式の場合は15点満点、土木一式以外の場合は10点満点となります。 

 

(5) 地域貢献度の評価 

①災害対応等への協力体制及び実績（１２点）　 

　　　　　〔工種が土木一式・建築一式・舗装及び管の場合〕 

　　　   　 

・この評価項目は、発注する工事の工種が、建設業法上の建設工事の種類における、土木

一式、建築一式、舗装又は管工事の場合に設定します。 

・この評価項目は、次に掲げる協力体制の構築、活動等の実績が評価の対象となります。 

　a．公告日の属する年度における、以下に掲げる、宇和島市との災害協定の締結実績 

（評価基準①） 

　　(ア)災害時における応急対策業務に関する協定書 

（宇和島市－（一社）愛媛県建設業協会宇和島地方支部） 

　　（イ)災害時における水道の応急給水及び復旧作業に関する協定書 

（宇和島市上下水道局－宇和島市管工事協同組合） 

　　（ウ)災害時における応急対策業務の協力に関する協定書 

（宇和島市－（一社）愛媛県電設業協会） 

(エ)災害時における応急対策業務の協力に関する協定書 

（宇和島市－愛媛県電気工事工業組合宇和島支部、宇和島電気工事協同組合、愛

媛県電気工事工業組合） 

　b．以下に掲げる、災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設関係団体

と宇和島市との間の協定に基づき実施した、公告日の前年度以前２か年度における応

 評価内容 評価基準 配点 
（土木一式）

配点 
(土木一式以外)

 市内での本・支店、営業所の

所在の有無

旧市町内に本店あり 15 －
 市内に本店あり 10 10
 市内に支店、営業所あり 5  5
 上記以外 0  0

 評価内容 評価基準 配点
 宇和島市と災害協定の締結、 

過去２か年度の災害協定等

に基づく応急対策業務への

対応及び過去１か年度の災

害ボランティア活動の実績

次の①～③までの全てに該当あり 
①災害協定の締結 
②災害協定等に基づく応急対策業務への対応 
③災害ボランティア活動の実績

12 
 
 

 上記①～③までのいずれか２つに該当あり 8

 上記①～③までのいずれか１つに該当あり 4

 上記以外 0
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急対策業務の実績（実績の証明不要）（評価基準②） 

(ア)災害時における応急対策業務に関する協定書 

（宇和島市－（一社）愛媛県建設業協会宇和島地方支部） 

　　※準備体制の構築等も評価の対象となります。 

　　※ 「準備体制の構築等」とは、協定に基づく協力要請を受けて待機や準備体制を取 

り、協定に基づく完了報告を行った場合をいいます。 

　　(イ)災害時における水道の応急給水及び復旧作業に関する協定書 

（宇和島市上下水道局－宇和島市管工事協同組合） 

　　※準備体制の構築等は評価の対象となりません。 

c．災害復旧における建設業者と宇和島市との間の契約に基づき実施した、公告日の前年

度以前２か年度における応急対策業務の実績（実績の証明不要）（評価基準②） 

　　　　　　 ※準備体制の構築等は評価の対象となりません。 

　d．災害時に宇和島市において災害対策本部が設置され、同本部の要請又は社会福祉協

議会等の募集に応じて、災害ボランティア（無償かつ宇和島市内のものに限る。（ただし、

作業に要する消耗品等について、実費相当の助成又は現物支給を受けたものを除

く。））として参加した、公告日の前年度以前１か年度における実績（評価基準③） 

・協定に基づき実施した応急対策業務の実績は、宇和島市が確認している内容と相違がな 

いか確認します。 

・災害ボランティア活動の実績について、追加資料として提出する実績調書の証明者は、市

又は市の社会福祉協議会のほか、参加したボランティアを取りまとめていた建設関係団体

でも評価の対象となります。また、実績調書は写しを提出してください。 

　　　　　　 

　　　②地域貢献活動への参加実績（５点） 

　　　　    

・この評価項目は、公告日の前年度以前２か年度の次に掲げる活動への参加実績が評価

の対象となります。 

・企業としての無償奉仕活動を対象とし、社員等の個人としての活動は評価の対象となりま

せん。 

ａ．クリーン作戦（実施機関：宇和島市生活環境課） 

①お祭り前吉田クリーン作戦（６月頃） 

②お祭り前須賀川クリーン作戦（７月頃） 

③お祭り前津島クリーン作戦（７月頃） 

④クリーン新宇和島（10月頃） 

⑤樺崎地区クリーン作戦（12月頃） 

⑥津島しらうお&産業まつり前クリーン作戦（１月頃） 

ｂ．宇和島市海ごみ清掃イベント（実施機関：各種団体・担当課：宇和島市生活環境課） 

(市の助成を受けたものに限る。)   

ｃ．水道週間行事（実施機関：宇和島市上下水道局）（６月頃） 

ｄ．公共土木施設愛護事業に関する活動（実施機関：愛媛県土木部）　 

（愛リバー、愛ビーチ、愛ロード） 

※市内での活動に限ります。ただし、市内及び市外区域を一連の活動区域とする 

活動は評価の対象となります。 

・地域貢献活動の実績について、追加資料として提出する実績調書の証明者は、市の 

ほか、参加した地域貢献活動を取りまとめていた関係団体等も対象となります。 

また、実績調書は写しを提出してください。 

 評価内容 評価基準 配点
 過去２か年度の地域貢献活

動への参加実績

５回以上の参加実績あり  5
 ５回未満の参加実績あり  3
 参加実績なし  0
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・評価する各活動への参加人数の制限は、現時点ではありません。 

・１つの地域貢献活動において、同時に複数箇所での活動を行った場合においても、参加

実績は１回の評価となります。 

 

③災害の復旧工事の契約実績（１５点） 

　〔工種が土木一式における一般土木（激甚災害相当時）の場合〕 

 

・災害の復旧工事の契約実績は、公告日の前年度以前における宇和島市発注の災害の復 

旧工事の契約実績（土木一式に限る。）が評価の対象となります。 

・この評価項目の評価対象期間は、宇和島市の被災規模に応じて設定します。 

・災害の復旧工事とは、設計金額200万円超（完成が令和６年度以前の工事は130万円超）

の「災害復旧」、「災害復旧（応急）」、「応急復旧」、「崩壊地復旧」などの工事名が付された

災害の復旧を目的とした工事をいいます。 

ただし、「災害」とつかない工事名でも工事内容が災害の復旧工事に該当する場合は評価

の対象となります。 

・工期途中で、受注者側の申出により契約を解除したものは、評価の対象となりません。 

また、当初契約の解除等により年度途中から契約したものについては、その期間にかかわ

らず評価の対象となります。 
 

※指名競争入札の「入札通知書」、事後審査型一般競争入札の「入札公告個別事項」又は

随意契約の「見積通知書」に、「この工事は、簡易型総合評価落札方式における災害の

復旧工事の契約実績の評価対象となる工事である。」旨を記載します。 

 

３　「実績確認型」及び「簡易実績型」における留意事項について 

① 「実績確認型」及び「簡易実績型」では、入札参加者自らが各評価項目の得点を自己採点

し、事前資料提出時点で評価値１位の者を事後審査する「自己採点方式」で評価します。 

② 評価項目について、「実績確認型」にあっては「宇和島市建設工事簡易型総合評価落札方

式試行要領」様式９、様式９－１、様式９－２、様式９－３、様式９－４又は様式９－５、「簡

易実績型」にあっては「宇和島市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領」様式10、

様式10－１又は様式10－２（以下「様式」という。）に定める評価項目を基本とします。なお、

宇和島市に激甚災害相当の被害が発生した場合に、様式９－２、様式９－５又は様式10

－２に定める評価項目を基本とします。 

（ただし、評価項目については、工事案件に応じて変更する場合があります。） 

③ 事前提出資料については、入札公告に記載します。 

④ 様式について、入札参加者自ら入札金額（税抜、単位：円）及び各評価項目の得点を入札

者記載欄に記載します。 

⑤ ④を入力後、評価値等が自動計算（発注者で設定）されますが、入札参加者において　　　

も確認をお願いします。 

⑥ 様式の入札金額が入札書と違っている場合は、発注者で入札書の金額に訂正します。 

⑦ 様式の提出時点で評価値１位の者を事後審査した結果、得点の記載間違いがある場合は

発注者で訂正し（ただし、過大評価の場合に限り訂正し、過小評価の場合は訂正しない。）、

訂正後の得点で評価します。訂正後の得点においても評価値１位であれば、そのまま落

札候補者となりますが、逆転する場合は評価値２位の者を事後審査します。 

⑧ 様式の提出が無い場合や該当工事の添付資料として、他の工事に係る様式を添付した場

 評価内容 評価基準 配点
 過去　か年度の災害の復旧

工事の契約実績

１０件以上の契約実績あり 15
 ５件以上の契約実績あり 10
 ２件以上の契約実績あり 5
 上記以外 0
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合は無効となります。 

⑨ 「自己採点方式」であるため、評価値の疑義照会は実施しません。 

⑩ 自己採点の得点については、様式の提出時点で評価値１位の者に限って事後審査により

発注者で確認しますが、入札参加者においても信義に従った採点をお願いします。 


